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 主食用米の

作付転換によ

る飼料生産を

通じて、持続可

能な食料シス

テムの構築に

寄与するため、

コントラクタ

ー（飼料作物生

産・供給請負組

織）が行う、稲

ＷＣＳ及び飼

料作物の生産・

利用拡大によ

る高収益化の

取組を推進す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補助 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 機 械 整 備 】 

500～50,000千円 
(5/10以内) 
 
【 施 設 整 備 】 

500～50,000千円 
(5/10以内) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 飼料作物の栽培、収穫及び調製に必

要な機械・施設の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・農地所有適格法人 

・農業法人 
・農業者等の組織す

る団体 
・農業協同組合 
・第３セクター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
リース 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【 機 械 整 備 】 

500～30,000千円 
(5/10以内) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
飼料作物の栽培、収穫及び調製に必

要なリース用機械の整備 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・農業協同組合 
・民間リース会社 
 
（認定農業者、農業

者等の組織する団

体、農業協同組合） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

採 択 基 準 
 

 
１ 以下の基準を満たす「飼料作物水田活用計画」を策定しており、取組の実践が見込まれること。 
（１）県内で生産・収穫された飼料作物、又はそれを原料とした混合飼料を県内の畜産農家に供給する計画であ

ること。 
（２）水田における飼料作物（稲ＷＣＳ、飼料用とうもろこし、飼料用ソルガム、牧草、飼料用米）の生産拡大

が見込まれること。 
（３）飼料作物の作付前又は収穫後に、家畜ふん堆肥を活用する計画であること。 
 
２  対象となる機械・施設は下記（１）～（３）とする。 
（１）栽培に必要な機械とは、水田飼料作物栽培のための播種機、防除機、堆肥散布及び排水対策に必要な機械

・器具とする。 
なお、堆肥散布以外の稲ＷＣＳ及び飼料用米の栽培に必要な機械を除く。 

（２）収穫に必要な機械とは、自走式細断型飼料収穫機及び汎用型飼料収穫機とする。 
（３）調製に必要な機械・施設とは、梱包及び密封に必要な機械、運搬に必要な器具、飼料作物を原料とした混

合飼料を製造するために必要な機械・器具及び施設とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 以下の基準を満たす「飼料作物水田活用計画」を策定しており、取組の実践が見込まれること。 
（１）県内で生産・収穫された飼料作物、又はそれを原料とした混合飼料を県内の畜産農家に供給する計画であ

ること。 
（２）水田における飼料作物（稲ＷＣＳ、飼料用とうもろこし、飼料用ソルガム、牧草、飼料用米）の生産拡大

が見込まれること。 
（３）飼料作物の作付前又は収穫後に、家畜ふん堆肥を活用する計画であること。 
 
２  対象となる機械は下記（１）～（３）とする。 
（１）栽培に必要なリース用機械とは、水田飼料作物栽培のための播種機、防除機、堆肥散布及び排水対策に必

要な機械・器具とする。 
なお、堆肥散布以外の稲ＷＣＳ及び飼料用米の栽培に必要な機械を除く。 

（２）収穫に必要なリース用機械とは、自走式細断型飼料収穫機及び汎用型飼料収穫機とする。 
（３）調製に必要なリース用機械とは、梱包及び密封に必要な機械、運搬に必要な器具、飼料作物を原料とした

混合飼料を製造するために必要な機械・器具とする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


